
 

○香川大学大学院創発科学研究科学位授与審査細則 

令和４年４月１日 

改正 令和６年１月１日 

改正 令和６年４月１日 

改正 令和７年４月１日 

改正 令和８年４月１日 

 第１章 総則  

（目的） 

第１条 この細則は、香川大学学位規則（以下「学位規則」という。）の規定に基づき、

香川大学大学院創発科学研究科博士前期課程（以下「博士前期課程」という。）及び香

川大学大学院創発科学研究科博士後期課程（以下「博士後期課程」という。）における

学位授与審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この細則において「修士」とは、学位規則第４条の規定に基づき授与される修士

の学位をいう。 

２ この細則において「課程博士」とは、学位規則第５条第１項の規定に基づき授与され

る博士の学位をいう。 

第２章 修士 

（学位論文の審査申請） 

第３条 学位規則第７条第１項の規定により修士の学位を申請しようとする者（以下「審

査申請者」という。）は、主指導教員の承認を得て学位審査申請書（別紙様式第１号）

及び学位論文要旨（別紙様式第２号）に学位論文を添え、各系領域会議を経て、香川大

学大学院創発科学研究科長（以下「研究科長」という。）に提出するものとする。 

２ 提出する学位論文は正本１部、副本２部とする。ただし、必要に応じて、第５条第１

項第１号に規定する審査委員数に対応した副本数を提出するものとする。 

３ 第１項に規定する申請は、在学期間中に行うものとし、１月末日（第１学期末修了予

定の者については６月末日）までに提出するものとする。ただし、提出締切日が休日に

当たるときは、その翌日とする。 

（審査の付託） 

第４条 研究科長は、前条の申請を受理したときは、学位規則第９条第１項の規定に基づ

き、創発科学研究科教授会（以下「研究科教授会」という。）を通じて各系領域会議に



 

学位論文の審査及び最終試験の実施を付託する。 

（審査委員の選定） 

第５条 各系領域会議は、前条により審査を付託されたときは、次の各号に定めるところ

により審査委員を選定する。 

(1) 主査１人及び副査２人以上の計３人以上とする。ただし、副査は、分野の多様性も

考慮し選定するものとする。 

(2) 前号の主査１人及び副査１人は、研究科担当の教員とする。 

(3) 主査は、当該学生の主指導教員を充てるものとする。 

(4) 研究科長が有資格者と認めた場合は、他の研究科又は他大学の大学院若しくは研究

所等（外国の大学院又は研究所等を含む。）の教員等を副査に加えることができる。 

(5) 審査委員は、修士又は博士の学位を取得している者とする。 

２ 各系領域会議は、前項の審査委員を選出するため、審査申請者ごとに学位論文審査委

員候補者（修士）を選定し、審査委員候補者一覧表（修士）（以下「一覧表」とい

う。）（別紙様式第３号）により、研究科長に提出するものとする。 

３ 研究科長は、前項の一覧表を研究科教授会に提出するものとする。 

４ 研究科教授会は、第２項の一覧表に基づき、審査委員を選出する。 

（学位論文発表会） 

第６条 各系領域会議は、学位論文発表会（以下「発表会」という。）を開催するものと

する。 

２ 各系領域会議は、発表会の日程を、学位論文発表会日程表（修士）（別紙様式第４

号）により研究科長に報告し、研究科長は、発表会の日程を関係者に周知するものとす

る。 

（学位論文審査等の実施） 

第７条 審査委員は、学位論文等を受理した日から速やかに学位論文の審査及び最終試験

を実施する。 

２ 前項の最終試験は、学位論文等の内容を中心として、これに関連する授業科目につい

て、筆記又は口述により行う。なお、この最終試験は、前条第１項に規定する学位論文

発表会をもって代えることができる。 

３ 第１項の学位論文の審査及び最終試験の成績評価は、合格又は不合格とする。 

（学位論文の審査結果等の報告） 

第８条 主査は、各系領域会議の議を経て、学位論文の審査及び最終試験の結果を、学位



 

論文の審査結果の要旨及び学位の最終試験の結果の要旨（別紙様式第５号）をもって、

研究科長に報告するものとする。 

（学位授与の審議） 

第９条 研究科長は、前条の報告に基づき、学位授与審議資料（修士）（以下「審議資

料」という。）（別紙様式第６号）を作成し、研究科教授会に提出するものとする。 

２ 研究科教授会は、前項の審議資料に基づき、博士前期課程修了の審議を行うととも

に、学位を授与すべきか否かを審議する。 

（学位授与の審議結果の報告） 

第10条 研究科長は、前条の審議結果を学位規則第16条に基づき速やかに学長に報告する

ものとする。 

（学位論文の保管） 

第11条 学位授与の対象となった学位論文は、各系領域において保管するものとする。 

第３章 課程博士 

（予備審査） 

第12条 学位規則第７条第２項の規定により博士の学位を申請しようとする者は、学位論

文の提出に先立ち、あらかじめ研究科教授会により予備審査を受け、承認を得るものと

する。 

（予備審査の申請資格） 

第13条 予備審査を申請することができる者は、香川大学大学院創発科学研究科規程第４

条第１項に規定する修了要件単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者又は修了

予定日までに修了要件単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受ける見込みが確実であ

ると認められる者とする。 

（予備審査の申請） 

第14条 予備審査を申請しようとする者（以下「予備審査申請者」という。）は、主指導

教員及び系領域長の承認を得た上で、次の各号に掲げる書類を研究科長に提出するもの

とする。ただし、第２号から第５号までの書類については、別に予備審査用として必要

部数を提出するものとする。 

(1) 予備審査申請書（課程博士）（別紙様式第７号） １部 

(2) 学位論文の概要（日本語又は英語）（別紙様式第８号） １部 

(3) 論文目録（日本語又は英語）（別紙様式第９号） １部 

(4) 主論文（公刊予定である場合は、その原稿の写し）及び主論文となり得る成果に関



 

する情報 各１部 

（日本語又は英語が以外で記述している場合は、日本語又は英語の訳文（全文）を添

付するものとする。） 

(5) その他（参考資料を添付することができる） 各１部 

(6) 共著者の承諾書（別紙様式10号）共著者 各１部 

２ 予備審査の申請時期は、学位論文提出や予定期日の３月以前とする。 

（予備審査の付託） 

第15条 研究科長は、予備審査の申請があったときは、研究科教授会に報告し、各系領域

に学位の授与の審査請求に値するか否かを決定するための予備審査を付託する。 

（予備審査委員会） 

第16条 各系領域は、前条に規定する予備審査を行うために、予備審査委員会を組織す

る。 

２ 予備審査委員会の委員（以下「予備審査委員」という。）は、次の各号に定めるとこ

ろにより構成する。 

(1) 原則として、主指導教員を含めた３人以上の予備審査委員によって構成する。 

(2) 予備審査委員会の委員長（以下「予備審査委員長という。」は、主指導教員又は他

の教員を充てるものとし、予備審査委員長は、予備審査委員会の総括を行うものとす

る。 

(3) 研究科長が有資格者と認めた場合は、他研究科若しくは他機関の教員等を加えるこ

とができる。 

(4) 予備審査委員は、博士の学位を取得している者とする。 

（予備審査の方法） 

第17条 予備審査委員会の日程については、予備審査委員長が決定するものとする。ただ

し、原則として、博士後期課程修了予定年次の11月（９月修了者については５月）まで

に開催するものとする。 

２ 予備審査は、提出予定の学位論文の妥当性、研究内容・研究手法の的確性及び取りま

とめの方向等を点検・検討し、多角的、かつ、総合的な観点から重要な指摘や教示等を

行うものとする。 

３ 系領域長は、予備審査委員会の日程が決定した場合には、速やかに予備審査日程表

（課程博士）（別紙様式第11号）により、研究科長により報告するものとし、研究科長

は、予備審査の日程を関係者に周知するものとする。 



 

（予備審査結果の報告） 

第18条 予備審査委員会は、予備審査に付託された日から２月以内に、学位の授与の審査

請求に値するか否かを審査し、系領域長はその結果を予備審査結果報告書（課程博士）

（別紙様式第12号）により、研究科長に報告するものとする。 

２ 研究科長は、予備審査結果を研究科教授会に報告しなければならない。 

３ 研究科教授会は、学位の授与の審査請求に値するか否かを審議のうえ議決し、研究科

長はその結果を速やかに予備審査申請者に通知するものとする。 

（学位論文の審査申請） 

第19条 予備審査の結果、学位の授与の審査請求に値すると認められた予備審査申請者

（以下「本審査申請者」という。）は、主指導教員及び系領域長の承認を得たうえで、

次の各号に掲げる書類を研究科長に提出するものとする。ただし第２号から第６号まで

の書類については、別に審査用として必要部数を提出するものとし、第７号について

は、予備審査の申請時に未提出であった書類に限り提出するものとする。 

(1) 学位審査申請書（課程博士）（別紙様式第13号） １部 

(2) 論文目録（別紙様式第９号） １部 

(3) 学位論文（日本語又は英語） １部 

(4) 学位論文の内容の要旨（日本語又は英語）（別紙様式14号） １部 

(5) 主論文 各１部 

（日本語又は英語以外で記述してある場合は、日本語又は英語の訳文（全文）を添付

するものとする。また、公刊予定である場合は、掲載承諾書（写）又は印刷契約書

（写）を添付するものとする。） 

(6) その他（参考資料を添付することができる） 各１部 

(7) 共著者の承諾書（別紙様第10号）共著者 各１部 

(8) 履歴書（別紙様式第15号） １部 

２ 前項に規定する申請書等の提出期日は、研究科教授会において定める博士後期課程第

３年次の１月（第２学期から入学した者については７月）の指定する期日までとする。

ただし、香川大学大学院学則（以下「学則」という。）第44条第３項及び第５項ただし

書の規程による優れた業績を上げたと認められる者については、研究科教授会において

定める博士後期課程１年次の１月（第２学期から入学した者については７月）の指定す

る期日までに、学則第44条第４項ただし書の規程による優れた研究業績を上げたと認め

られる者については、研究科教授会において定める博士後期課程第２年次の１月（第２



 

学期から入学した者については７月）の指定する期日までに提出できるものとする。 

３ 前項に規定する「優れた研究業績を上げたと認められる者」とは、博士後期課程にお

いて、十分な研究指導を受け、研究業績が学術論文（学会誌又はこれに準ずる権威ある

学術雑誌等に掲載された論文、共著論文を含む。）２報以上に結実し、かつ、早期に学

位論文提出の資格要件を満たし、研究科教授会の議を経て、研究科長が標準修業年限の

短縮に値すると認めた者をいう。ただし、社会人学生は、博士後期課程への入学前の研

究業績である学術論文（学位論文に関連するもの）も２報のうち１報として含めること

ができる。 

（審査の付託） 

第20条 研究科長は、前条の学位論文の申請を受理したいときは、学位規則第９条第１項

の規定に基づき、研究科教授会を通じて各系領域長に学位論文の審査及び最終試験の実

施を付託する。 

（審査委員会） 

第21条 各系領域は、前条により審査を付託されたときは、次の各号に定めるところによ

る審査委員で構成する審査委員会を設ける。 

(1) 主査１人及び副査２人以上の計３人以上の審査委員をもって組織する。 

(2) 前号の主査１人及び副査２人は、研究科担当の教員とする。ただし、審査委員のう

ち１人は審査申請者の主指導教員とする。 

(3) 原則として、主査は主指導教員を充てるものとし、主査は審査委員会の総括を行う

ものとする。 

(4) 研究科長が有資格者と認めた場合は、第２項の審査委員のほかに他研究科又は他機

関の教員等を副査に加えることができる。 

(5) 審査委員は、博士の学位を取得している者とする。 

２ 系領域長は、前項の審査委員を選出するため、本審査申請者ごとに学位論文審査委員

候補者（課程博士）を選定し、審査委員候補者一覧表（課程博士）（以下「一覧表」と

いう。）（別紙様式第16号）により、研究科長に選出するものとする。 

３ 研究科長は、前項の一覧表を研究科教授会に提出するものとする。 

４ 研究科教授会は、前項の一覧表に基づき、審査委員を選出するものとする。 

（学位論文公聴会） 

第22条 審査委員会は、学位論文の審査において、学位論文公聴会（以下「公聴会」とい

う。）を開催するものとする。 



 

２ 系領域長は、公聴会の日程を、学位論文公聴会日程表（課程博士）（別紙様式第17

号）により研究科長に報告し、原則として開催の１週間前までに公聴会の日程を公示す

るものとする。 

（学位論文審査等の実施） 

第23条 審査委員会は、学位論文を受理した日から速やかに学位論文の審査及び最終試験

を実施する。 

２ 前項の最終試験は、学位論文の内容を中心として、これに関連する分野について、筆

記又は口述により行う。 

３ 第１項の学位論文の審査及び最終試験の成績評価は、合格又は不合格とする。 

（学位論文の審査結果等の報告） 

第24条 審査委員会は、系領域の議を経て、学位論文の審査及び最終試験の結果を、研究

科長に文書をもって報告するものとする。 

２ 前項に規定する報告の文書は、学位論文（課程博士）の審査結果の要旨及び学位（課

程博士）の最終試験の結果の要旨（別紙様式第18号）とする。 

（学位授与の審議） 

第25条 研究科長は、前条の報告に基づき、学位授与審議資料（課程博士）（以下「審議

資料」という）（別紙様式第19号）を作成し、研究科教授会に提出するものとする。 

２ 研究科教授会は、前項の審議資料に基づき、博士後期課程修了の審議を行うとととも

に、学位を授与すべきか否かを審議する。 

（学位授与の審議結果の報告） 

第26条 研究科長は、前条の審議結果を学位規則第16条に基づき速やかに学長に報告する

ものとする。 

第４章 雑則 

（実施細目） 

第27条 この細則に定めるもののほか、学位審査に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この細則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年１月１日） 

この細則は、令和６年１月１日から施行する。 

附 則（令和６年４月１日） 

この細則は、令和６年４月１日から施行する。 



 

附 則（令和７年４月１日） 

 この細則は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則（令和８年４月１日） 

 この細則は、令和８年４月１日から施行する。 



 

別紙様式第１号 

学位論文審査申請書 
 

令和  年  月  日 

 

 

 

 香川大学大学院創発科学研究科長 殿 

 

 

審査申請者 

令和  年度入学 

創発科学研究科創発科学専攻 

学籍番号 

氏名             

 

 

 

 香川大学大学院創発科学研究科学位授与審査細則第３条の規定に基づき、下記題目の学

位論文（正本１部、副本２部）を提出いたしますので、御審査くださいますようお願いいた

します。 

 

 

記 

 

 

学位の種類 
 

学位論文 

題  目 

 

 

 

 

主指導教員承認  氏名            

（自署又は記名押印） 



 

別紙様式第２号 

 

学位論文要旨 

創発科学研究科創発科学専攻 

 

年  月  日入学 

 

学籍番号  年  月  日修了 

氏     名  主指導教員 

論文題目（和文）  

論文題目（英文）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙様式第３号 

 

 

審査委員候補者一覧表 
 

令和  年  月  日 

 

 

香川大学大学院創発科学研究科長 殿 

 

 

 

創発科学研究科  系領域長 

氏名               

 

 

 

 香川大学大学院創発科学研究科学位授与審査細則第５条第２項の規定に基づき、学位論

文審査委員候補者について、下記のとおり選定いたします。 

 

 

記 

 

 

審査申請者 

（学籍番号） 
学位論文題目 主査 副査 副査 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

別紙様式第４号 

 

 

学位論文発表会日程表 
 

令和  年  月  日 

 

 香川大学大学院創発科学研究科長 殿 

 

 

創発科学研究科  系領域長 

氏名              

 

 

香川大学大学院創発科学研究科学位授与審査細則第６条第２項の規定に基づき、学位論

文審査及び最終試験、学位論文発表会の日程について、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

審査申請者 

（学籍番号） 
論文審査及び最終試験 学位論文発表会 

 
日時 

場所 

日時 

場所 

 
日時 

場所 

日時 

場所 

 
日時 

場所 

日時 

場所 

 
日時 

場所 

日時 

場所 

 
日時 

場所 

日時 

場所 

 
日時 

場所 

日時 

場所 



 

別紙様式第５号 

 

 

学位論文の審査結果の要旨及び 

学位の最終試験の結果の要旨 

 

令和  年  月  日 

 香川大学大学院創発科学研究科長 殿 

 

 

所属 

主査 氏名             

 （自署又は記名押印） 

所属 

副査 氏名             

 （自署又は記名押印） 

所属 

副査 氏名             

                        （自署又は記名押印） 

 

 香川大学大学院創発科学研究科学位授与審査細則第８条の規定に基づき、学位論文の審

査及び最終試験の結果について、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

学位論文 

審査申請者 

（学籍番号） 

 

 

学位論文題目 

 

 

 

審査結果の要旨 

 

審査 

結果 

学位論文 
 

最終試験 
 



 
別紙様式第６号 

学位授与審議資料 

専攻 

整理 

番号 

入学年度 

（学籍番号） 
氏   名 学位の種類 学位論文題目 審査委員 

学位論文審査及び 

最終試験結果 
修得単位数 学 位 

授与の 

可  否 
学位論文 

審  査 
最終試験 必修 選択 

１ 

    主査       

副査 
 

 

２ 

    主査       

副査 
 

 

３ 

    主査       

副査 
 

 

４ 

    主査       

副査 
 

 

５ 

    主査       

副査 
 

 



 

別紙様式第７号 

予備審査申請書（課程博士） 

令和  年  月  日 

 

香川大学大学院創発科学研究科長 殿 

 

（予備審査申請者） 

香川大学大学院創発科学研究科 

博士後期課程         プログラム 

（令和  年度入学） 

学籍番号 

氏  名                

（論文発表に使用した英字表記氏名も併記すること） 

 

 

 香川大学大学院創発科学研究科学位授与審査細則第１２条の規定に基づき、下記のとお

り関係書類を提出いたしますので、御審査くださいますようお願いいたします。 

 

記 

学位論文の概要（日本語又は英語）                部 

論文目録（日本語又は英語）                   部 

主論文（公刊予定の場合は、その原稿の写し）        各  部 

その他（参考資料を添付することができる。）        各  部 

共著者の承諾書                   共著者各１部 

（備考） 

   １ 主論文が日本語又は英語以外で記述してある場合は、日本語又は英語の訳 

文（全文）を添付するものとする。また、公刊予定である場合は、掲載承諾 

書（写）又は印刷契約書（写）を上記書類と併せて提出するものとする。 

   ２ 主論文が共著である場合は、共著者が故人となった場合を除き、共著者の

承諾書（共著者各１部）を提出するものとする。 

 

主指導教員承認  氏名         

（自署又は記名押印） 

系領域長承認   氏名          

（自署又は記名押印） 



 

別紙様式第８号 

 

学位論文の概要 

 

氏名             

 

学位論文題目 

 

 

 

 

 

学 位 論 文 の 

概 要 

（日本語1,000～2,000字、又は英語400～800語） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙様式第９号 

論 文 目 録 

 

氏名              

＜学位論文＞ 

学 位 論 文 題 目 

 

 

 

 

 

 

＜主論文＞ 

題 目  

著 者 名  

学 術 雑 誌 名 

（巻、号、ﾍﾟｰｼﾞ） 

 

 

発 行 年 月  

題 目  

著 者 名  

学 術 雑 誌 名 

（巻、号、ﾍﾟｰｼﾞ） 

 

 

発 行 年 月  

題 目  

著 者 名  

学 術 雑 誌 名 

（巻、号、ﾍﾟｰｼﾞ） 

 

 

発 行 年 月  

題 目  

著 者 名  

学 術 雑 誌 名 

（巻、号、ﾍﾟｰｼﾞ） 

 

 

発 行 年 月  

 

 

 



 

別紙様式第１０号 

共著者の承諾書 

 

令和  年  月  日 

香川大学大学院創発科学研究科長 殿 

                  

                      所属・職名 

 

共著者氏名            

 

学位論文題目 

 

 

 

 

共著論文題目 

 

 

 

 

著  者  名 

 

 

 

学 術 雑 誌 名 

（巻、号、ﾍﾟｰｼﾞ） 

 

 

 

 

（   、   、  ）に発表・発表予定 

（いずれかを＝で消すこと。） 

発 行 年 月 

 

令和   年   月 

 

 上記共著論文を          氏が、香川大学博士（〇〇）の学位申請のための主

論文として提出することを承諾します。 

 なお、当該論文は、学位論文として過去において、大学評価・学位授与機構又はいずれの

大学に対しても学位論文として申請していないものであり、また将来においても使用しま

せん。 



 

別紙様式第１１号 

予備審査日程表（課程博士） 

 

令和  年  月  日 

 

香川大学大学院創発科学研究科長 殿 

 

創発科学研究科     系領域長 

氏名             

 

香川大学大学院創発科学研究科学位授与審査要項第１７条第３項の規定に基づき、予備

審査日程（課程博士）について、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

予備審査申請者 

（学籍番号） 
主指導教員氏名 開催日時 開催場所 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

別紙様式第１２号 

予備審査結果報告書（課程博士） 

令和  年  月  日 

 

香川大学大学院創発科学研究科長 殿 

 

                    （予備審査委員会） 

予備審査委員（委員長） 

所属  

氏名               

 （自署又は記名押印） 

予備審査委員 

 所属 

 氏名               

 （自署又は記名押印） 

予備審査委員 

所属 

氏名               

 （自署又は記名押印） 

 

 香川大学大学院創発科学研究科学位授与審査要項第１８条第１項の規定に基づき、

学位申請に係る予備審査結果（課程博士）について、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

予備審査申請者 

（学籍番号） 
 

予備審査開催日時 令和   年   月   日 

開 催 場 所  

予 備 審 査 結 果 学位の授与の審査請求に 値する ・ 値しない   

本申請予定年月日 令和   年   月   日 

 

  



 

別紙様式第１３号 

学位審査申請書（課程博士） 

令和  年  月  日 

香川大学大学院創発科学研究科長 殿 

 

（本審査申請者） 

香川大学大学院創発科学研究科 

博士後期課程          プログラム 

（令和  年度入学） 

学籍番号 

氏  名                 

（論文発表に使用した英字表記氏名も併記すること） 

 

香川大学大学院創発科学研究科学位授与審査要項第１９条第１項の規定に基づき、下記

のとおり関係書類を提出いたしますので、御審査くださいますようお願いいたします。 

 

記 

    

論文目録                           部 

学位論文（日本語又は英語）                  部 

学位論文の内容の要旨（日本語又は英語）            部 

主論文                         各  部 

その他（参考資料を添付することができる。）       各  部 

共著者の承諾書                   共著者各１部 

履歴書                           １部 

（備考） 

１ 主論文が日本語又は英語以外で記述してある場合は、日本語又は英語の訳文（全文）

を添付するものとする。また、公刊予定である場合は、掲載承諾書（写）又は印刷契約書

（写）を上記書類と併せて提出するものとする。 

２ 主論文が共著である場合は、共著者が故人となった場合を除き、共著者の承諾書（共

著者各１部）を提出するものとする。 

主指導教員承認 氏名          

（自署又は記名押印） 

系領域長承認  氏名          

                   （自署又は記名押印） 



 

別紙様式第１４号 

学位論文の内容の要旨 

氏名              

 

 

学位の種類 

 

 

 

学位論文題目 

 

学 位 論 文 の 

内 容 の 要 旨 

（日本語1,000～2,000字、又は英語400～800語） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙様式第１５号 

履 歴 書 

ふ り が な  

男 ・ 女 
氏 名 

 

 

生 年 月 日      年   月   日生 

本 籍 （ 都 道 府 県 ） 

又 は 国 籍      
 

現 住 所 
〒 

 

 

（学 歴）高等学校卒業以後の学歴を年代順に記入するものとする。 

年  月  日 事            項 

  

 

 

 

 

（職 歴） 

年  月  日 事            項 

  

 

 

 

 

（賞 罰） 

年  月  日 事            項 

  

 

 

 

以上のとおり相違ありません。 

令和  年  月  日 

氏  名                



 

別紙様式第１６号 

審査委員候補者一覧表（課程博士） 

令和  年  月  日 

 

香川大学大学院創発科学研究科長 殿 

 

創発科学研究科       系領域長 

氏名               

 

香川大学大学院創発科学研究科学位授与審査要項第２１条第２項の規定に基づき、学位

審査委員候補者（課程博士）について、下記のとおり選定いたします。 

 

記 

 

本審査申請者 

（学籍番号） 
学位論文題目 審査委員候補者 

  主査： 

副査： 

副査： 

  主査： 

副査： 

副査： 

  主査： 

副査： 

副査： 

  主査： 

副査： 

副査： 

  主査： 

副査： 

副査： 

  主査： 

副査： 

副査： 

 



 

別紙様式第１７号 

学位論文公聴会日程表（課程博士） 

令和  年  月  日 

 

 香川大学大学院創発科学研究科長 殿 

 

創発科学研究科       系領域長 

氏名                

 

香川大学大学院創発科学研究科学位授与審査要項第２２条第２項の規定に基づき、学位

論文公聴会の日程について、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

本審査申請者 

（学籍番号） 
学位論文題目 開催日時 開催場所 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

別紙様式第１８号 

学位論文（課程博士）の審査結果の要旨及び 

学位（課程博士）の最終試験の結果の要旨 
 

令和  年  月  日 

 香川大学大学院工学研究科長 殿 

 

                    （審査委員会） 

審査委員（主査） 

所属  

氏名               

 （自署又は記名押印） 

審査委員（副査） 

 所属 

 氏名               

 （自署又は記名押印） 

審査委員（副査） 

所属 

氏名               

                       （自署又は記名押印） 

 

 香川大学大学院創発科学研究科学位授与審査要項２４条の規定に基づき、最終試験の結

果の要旨について、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

審査 

結果 

開催年月日 令和   年   月   日 

試 験 方 法 筆 記 ・ 口 述 （該当するものを○で囲むこと。） 

本審査申請者 

(学籍番号) 
 

学位論文題目 

 

 

 

学位論文の審査結果

とその要旨 

合 格 ・ 不合格 （該当するものを○で囲むこと。） 

（学位論文の審査結果の要旨） 

別紙のとおり 

最終試験の結果と 

その要旨 

合 格 ・ 不合格 （該当するものを○で囲むこと。） 

（最終試験の結果の要旨） 

別紙のとおり 



 

別 紙 

 

学位論文の審査結果の要旨及び最終試験の結果の要旨 

 

（学位論文の審査結果の要旨） （日本語1,000～2,000字、又は英語400～800語） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（最終試験の結果の要旨） （日本語1,000字以内） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
別紙様式第１９号 

学位授与審議資料 

 

整理 

番号 

入学年度 

（学籍 

番号） 

氏   名 
学位の 

種類 
学位論文題目 審査委員 

学位論文審査及び 

最終試験結果 

修得 

単位数 
学 位 

授与の 

可  否 
学位論文 

審  査 
最終試験 必修 

１ 

    主査      

副査 
 

 

２ 

    主査      

副査 
 

 

３ 

    主査      

副査 
 

 

４ 

    主査      

副査 
 

 

５ 

    主査      

副査 
 

 



 



 

30 
 

 


